
中学校校庭開放のルール 

 

開放時間 午前１０時～午後４時（日曜日は開放しません） 

開放期間中は誰でもご利用いただけます。 

※学校の状況等により開放を行えない場合があります。 

 

（１）雨天は開放しません。 

（２）自転車、オートバイ、車、などでの来校は禁止です。駐車場、駐輪場もあり

ません。徒歩、公共交通機関でお越しください。 

（３）球技は禁止です。ただし、乳幼児が使用する程度のやわらかいボールの使用

は可能です。 

（４）中学校の物品は使用できません。また物品の貸し出しはありません。 

（５）以下の道具、行為は禁止です。 

①スケートボード、ローラースケート、キックボード等の車輪を有する道具 

②バット等の周囲に危険を及ぼす道具 

 ③ペットの散歩、飲食、飲酒、喫煙（水分補給は可です） 

  ④その他、安全をおびやかす等、他人への迷惑行為 

⑤校舎の中への立入り（ただし、トイレの使用や事故発生時等の緊急時の保健室

等の利用を除く） 

 ⑥施設の損傷・汚損、植物の伐採・採取、たき火、広告物の表示、独占しての使

用、募金・署名運動その他これらに類する行為、ロケーション。 

（６）その他、係員が危険と判断した行為、またはそれに類する行為、注意に従わ

ない場合などは利用できません。 
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